
～自費工事申請（道路工事等施行承認申請）の手引き～ 

 
 この手引きは、道水路管理者以外の者が道水路に関する工事又は道水路の維持を行う場合の手続きに 

ついて、その手順及び書類の作成方法を解説したものです。 

 

目 的 

・道水路沿線土地利用者の土地利用計画により、道水路構造物の改築が生じることになった場合、道路

法第２４条の承認を受けてから、自費工事にて施工するものです。 

 

●手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下、申請から完成届の提出まで手順に沿って詳しく説明します。 

 

【手順１．申請書の入手方法】 

 つぎのいずれかの方法で入手してください。 

（１）道路公園センター窓口で入手する。 

（２）インターネットから入手する。（図―１参照） 

  図―１  インターネットによる「道路工事等施行承認申請書（第１号様式）」の入手方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路工事等施行承認申請書」（第１号様式）に必要事項を記入し。申請する。 
 添付書類（位置図、現況図、計画図、断面図、求積図、現況写真等）【手順１～５】 

申請書を提出後、「道路工事等施行承認書」を受領する。 
 （申請内容により、２週間～４週間かかります。）【手順６】 

工事着手前に、「道路工事等着手届（第６号様式）」を提出する。【手順７】 添付書類（所

轄警察署長からの「道路使用許可書」の写し） 

工事完了後、「道路工事等完成届（第７号様式）」を提出する。 
 添付書類（現況・出来形管理等の完成写真）【手順８】 
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【手順２．申請書の作成部数】 

 

 提出部数が正副２部であることから、同じ申請書類を２部作成（樹木の移植を含む場合は３部）し、 

申請してください。 

 ただし、当該申請に道路照明（街路灯）等の道路公園センター以外が所管する施設の工事が含まれる

場合（防犯灯除く）は、当該施設の管理者毎に１部を追加で作成し、併せて提出してください。 

なお、複数部を作成するにあたって、複写による作成は可としますが、着色は必須とします。 

 例）○駐輪場の管理者  ：建設緑政局自転車利活用推進室 

   ○道路照明灯の管理者：建設緑政局道路河川整備部施設維持課 電気設備維持改良係 

 

【手順３．申請書の記入方法】 

 

 別紙１の記入方法に従い、「道路工事等施行承認申請書（第１号様式）」（以下申請書という。）に必要 

事項をもれなく記入してください。 

 なお、当該申請書中の「施工場所」の路線名欄に記入する認定路線名は、次のいずれかの方法で調べ 

てください。ただし、「施工場所」が水路の場合は、路線名欄を無記入にしてください。 

記入にあたっては、別紙２の記入例も参考にしてください。 

（１） 道路公園センターに出向き調べる。 

（２） 「川崎市ホームページ」の「ガイドマップかわさき」にある「認定路線情報」から調べる。 

（図―２参照） 

 

  図―２  インターネットによる「認定」の入手方法 

 

【手順４．申請書添付書類の作成方法】 

 ここでは、申請の大部分を占める「歩道切下げ工事」を例に申請書の作成方法を説明します。 

 つぎに掲げる書類が最低限必要とされる申請書添付書類となります。 

① 位置図 ：（案内図）：１／１５００程度の地図を使用し、施工場所を朱色で着色する。 

② 現況図 ：現況の平面図及び断面図（横断・前面）を作成する。 

③ 計画図 ：完成後の平面図及び断面図（横断・前面）を作成する。 

④ 構造図 ：別紙４－２を参照。 

※川崎市役所ホームページ → 建設緑政局総務部技術監理課 → 川崎市土木工事標準構造図集 

 を合わせて確認してください。 

⑤ 現況写真：施工場所の現況を撮影可能である全ての方向から撮影する。施工箇所が分かるように、遠

近合わせてお願いします。 
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●計画図の作成方法 

 

○平面図及び断面図 

 ①別紙４－１「歩道切下げ工事基準」に基づき、別紙３－１（現況図）及び別紙３－２（計画図）の

作成例に倣い、施工の内容を詳細（横断勾配・平坦部の延長）に記入する。なお、街渠ブロックの段

差は５㎝を標準とする。 

 ②街渠のエプロン及び L 型側溝の布設替えを行う場合は、排水方向→（矢印）の記載すること。 

 ③施工する部分をもれなく蛍光ペン等で着色する。 

 

 ※歩道整備を行う際には、川崎市土木工事標準構造図集０５舗装類、０６歩道類を参照し、以下の点

を考慮してください。 

 １）歩道面には、車いす使用者等の安全通行を考慮して、１ｍ以上の平坦部分（横断勾配は、雨水等

の適切な排水を勘案して、密粒舗装は２％を標準（開粒舗装は１％）とする。）を設けるものとする。 

 ２）車道とのすりつけ部分の横断勾配については、１５％以下とします。 

 

 ○構造図 

  別紙４－１～―４に記載されている構造図を参考につけておりますが、現場の状況により図４－５

川崎市土木工事標準構造図集から必要な構造図を抽出し、手を加える部分を着色してください。 

  なお、当該構造が一般的な場合には、川崎市土木工事標準構造図集から入手、または道路公園セン

ター財産管理担当にて当該構造図を提供します。ただし、特殊な構造については、申請者が構造計算

等の検討を行ったうえで構造図を作成してください。 

 

【手順５．申請書の提出】 

 

 当該申請に、道路公園センター以外の管理者が管理する施設の工事（照明等）が含まれる場合は、道 

路公園センターに道路工事施行申請書を提出する前に、当該施設の管理者へ申請内容の事前説明をして 

ください。 

 事前説明完了後、当該施設の管理者より了承を得たのち、手順３及び手順４で作成された申請書を道 

路公園センター管理課財産管理係に提出してください。 

 しかし、申請内容に不備がある場合は受理することができません。その場合には、不備内容を伝えま 

すので、修正のうえ再提出してください。不備がないことが確認できましたら、必要部数の申請書を受 

理します。 

 なお、完成検査合格後の当該施設及び工作物並びに付属物は、管理者へ無償にて引き継がれ、維持管 

理が行われることから、維持管理困難であると判断される内容の申請書は受理いたしません。 

 維持管理出来る内容に計画の見直しをお願いします。 

 

【手順６．承認書の交付】 

 

 申請書を受理してから道路工事等施行承認書（以下承認書という。）を交付するまでの期間は概ね２週 

間（植栽の移植を伴う場合は、概ね３週間）です。ただし、道路公園センター以外の管理者が管理する 

申請の場合は概ね４週間を要します。承認書の交付は、電話にてお知らせしますので、連絡がありまし 



 

たら道路公園センター財産管理担当にて承認書（承認条件書含む）を受け取ってください。 

 なお、承認にあたって必ず条件を付してありますので、必ず確認してください。「道路工事等施行承認 

の条件について」（道路法第８７条）に記載の各条件について厳守してください。 

条件を遵守されない場合には、承認を取り消すことがありますのでご注意してください。 

 

【手順７．着手届の提出】 

 

 着工する前に、「道路工事等着手届（第５号様式）」（以下着手届という。）を１部提出してください。 

 着手届の記入にあたっては、別紙５の記入方法に従い、着手届に必要事項をもれなく記入してくださ

い。 

 

【手順８．完成届の提出】 

 

 工事が完成したときには、申請書及び承認書記載の工期内に、工事写真（現況、完成、出来形）添付

した「道路工事等完成届（第６号様式）」（以下、完成届という。）を１部提出してください。 

 完成届の記入にあたっては、別紙６の記入方法に従い、完成届に必要事項をもれなく記入してくださ 

い。 

 完成届に添付する工事写真は以下のとおりです。 

 

① 工事着手前の現場状況写真（遠・近） 

② 工事施工中の施工状況写真及び出来形管理写真 

ⅰ）施工状況写真 

    アスファルト舗装の場合は、路盤・基層・表層の各敷き均し及びプライムコート・タックコー 

   ト散布状況写真等 

   ⅱ）出来形管理写真 

    申請書の計画図に記載されている施工延長・幅・厚さ・深さ等の寸法及び、排水構造物等の全

てについても同様に箇所別毎に、各々出来形寸法が確認できる遠景・近景の測定状況写真撮影（モ

ルタルも含みます）を行ってください。判断しづらい場合は、接写写真も添付してください。 

分かりやすいように、着手前と完成写真を撮影して下い。 

   ※施工後に出来形を確認できないものについては、必要に応じて写真を撮っておいてください。 

   検査時に指摘があった場合に、写真等で出来形が確認できないものについては、やり直しを指示 

することがあります。 

   ※排水構造物に水が溜っている場合がありますので、やり直しを指示することがあります。施工

中から完成までしっかり現場管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 



 ※写真例： 

  ・掘削             ・路盤敷均し(15 ㎝毎)      ・乳剤散布 

 

 

 

 

 

 

  ・アスファルト舗装 

 

 

 

 

 

③ 工事完成後の現場状況写真  

 

【手順９．変更届の提出】 

① 設定した工事期間内に工事が完了しないと判明した場合。 

② 承認を受けた内容と現場状況等により、内容に変更が生じる可能性がある場合。 

※別紙６「道路工事等変更申請書（第２号様式）」を工事期間内に提出してください。 

（工期内に変更申請が間に合わない場合は、再度申請となります。） 

 ※土地利用の変更等に伴い、承認した申請を取り下げる場合には、別紙７「道路工事等中止届（第８

号様式）」を工事期間内に提出してください。 

 ※申請者を変更して申請を継続する場合は、「道路工事等承認申請書（第３号様式）」を工事期間内に

提出してください。 

 ※承認内容と現地において、相違が生じた場合又は判断に困った場合は、道路公園センター財産管理

担当に相談し、協議をしてください。 

 

【手順１０．その他】 

 ※自費工事を行う箇所に、川崎市道路境界標があり、境界標の亡失する恐れがある場合は、道水路台

帳平面図に基づき事前に測量を行い、境界標の保全手続きを行い、道路公園センターに境界保全の手

続きを行ってください。 

  境界保全の手続きについては、「川崎市境界標保全要綱を川崎市ホームページでご確認ください。 

 ※測量を行った結果、道水路境界標の亡失及び道水路台帳平面図と相違している場合は、各道路公園

センターと協議を行ってください。 

 ※書類の書き方については、「川崎市役所ホームページ」→「道路法第２４条（承認）工事」→ 
 「記載例」も合わせてご確認ください。 

【問い合わせ先】 

                         高津区溝口５－１５－７ 

                         高津区役所道路公園センター財産管理担当 

                         ＴＥＬ：０４４－８３３－１２２１ 

Ｈ 
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Ｈ 

Ｈ 



川崎市高津区



溝口第４３号線

川崎市高津区溝口５－１５－７

溝口第４３号線

川崎市高津区溝口５－１５－７

高津建設株式会社

高津　太郎
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３ 切下げ部のL型側溝構造図について 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

※川崎市土木工事標準構造図集 L型側溝（番号118）・L型側溝（切下げ部）（番号118-2）を引用。 

 

 

 

 

 



 

４ 切下げ部の地先境界ブロック構造図について 

 

 

 

 
 

※川崎市土木工事標準構造図集 地先境界ブロック（番号702）を引用。 

 

 

 

５ その他 

これらの構造図によりがたい場合については、その都度定めるものとする。 
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